
岡崎研究所

役員報酬規程

(目 的)

第 1条 この規定は、特定非営利活動法人岡崎研究所定款第 5章第 19条に基

づき、役員報酬についての基本事項を定める。

(報酬及び費用の支給)

第 2条 この法人において、報酬の支払いを受ける役員は役員総数三分の一の

人数を上限とする。

2.役員には、その職務を執行する為に要した費用を弁償することができる。

3.前 2項に関し必要な事項は、社員総会の議決を経て理事長が定める。

4.支給を受ける役員は、社員総会議決により承認され、前項の規定を経て支払

を受けることができる。

(臨時緊急措置)

第 3条 法人業績が著しく低迷した場合などには社員総会の決議を経て、理事

長が理事会を招集し、その決議をもって役員報酬の減額等の措置を取ること

ができる。

(補則)

第4条

附則

1.

この規定に定めるもののほか、必要な事項は、社員総会の決議をもとに、

理事長がこれを定める。

この規定は、2018年 4月 1日 より施行する。



岡崎研究所

職員給与規程

(目 的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人岡崎研究所 (以下 「当法人」という)の全従業員

(以下 「職員」という)の給与・賞与等に関する事項について定めたものである。

(適用範囲)

第 2条 この規程は、職員 (事務局職員、契約職員及びパー トタイム職員を含む)と して採

用された者に対し適用する。

(給与等の定義)

第 3条 この規程で給与とは、労働の対価として職員に支払われるものをいう。

(均等待遇 )

第 4条 職員の国籍、信条、又は社会的身分を理由として、給与において差別的取扱いをす

ることはない。

(給与の決定)

第 5条 給与は職員の勤務形態に応じて、当法人の就業規則第 6章 賃金 (第 24条～第 25

条)の規定に基づき理事長がこれを定めるものとする。

(給与計算期間及び締切日)

第 6条 給与計算期間は、毎月26日 から翌月25日 までとし、25日 の締切日を基本とする。

(給与の支払日)

第 7条 給与は当月末日に支給する。但し、当該支給日が金融機関の体業日にあたるときは、

前営業日に繰 り上げて支給する。

(給与の支払方法)

第 8条

る。

給与は、職員等が指定した本人名義の預貯金口座へ振り込むことによつて支給す

(給与からの控除)

第 9条 給与の支給に当たっては、次に掲げる各号のものを控除する。但し、契約職員、

パー トタイム職員については、その額面により法に規定されているものに限り控除する。
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(1)

(2)

(3)

所得税及び住民税

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、及び雇用保険料

理事長との協定により定めたもの

(日 割単価 。時間単価の計算及び端数処理)

第 10条 日割 。時間単価は、理事長がこれを定めることとする。

2 遅刻・早退の時間計算は、5分単位で行うものとし、その端数処理は次に掲げる各号

のとおりとする。

(1)5分以上の遅刻及び早退があった場合は、5分単位俯り 上げ)で給与減額を行う

(2)5分以下の遅刻及び早退は 5分とみなす

(3)その他、本規程に定めのない事項については、各関係法令の例により、理事長がこ

れを定めることとする。

(通勤手当)

第 11条 職員の通勤に要する交通費は、その者が公共交通機関を利用した合理的な通勤

経路の実費を支給する。

(退職時の給与の支給)

第 12条 職員が死亡し、又は退職した場合の当該給与計算期間の給与について、第 7条の

規定にかかわらず、本人又は遺族から請求があった場合は、未払いの給与を当該請求の日

より7日 以内に支給することができる。

(有給休暇の取扱い)

第 13条 就業規則第 5章休暇等 第 17条 (年次有給休暇)、 第 3項の規定(指定日変更)

及び第 23条 (慶弔休暇)の 日数については理事長の判断によるものとする。

(業務上疾病等による体業の取扱い)

第 14条 業務上の傷病又は通勤災害により休業した者は、労働基準法及び労働者災害補

償保険法の定めによつて保険給付を受けるものとする。

2 その他本規程に定めのない事項については、各関係法令の例により理事長がこれを定

めることとする。

(賞与及び特別手当)

第 15条 賞与・特別手当は原則的には支給しない。 ただしこれらを支給する場合は、そ

の日時及び個々の支給額については、すべて理事長の判断によるものとする。
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(休職期間中の取扱い)

第 16条 職員の休職期間中は、原則として給与を支給しない。

附  則

(施行 日)

本規定は、2018年 4月 1日 より施行する。

Ｑ
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書式第 17号 (法第55条関係)

54 2項第3号に を記載し

1 資金に関する1事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 斑 条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

法人名 事 業 年 度 02年 4月 1日 ～03年 3月 31日認定特定非営利活動法人 岡崎研究所

収益の源泉別の明細

金    額収 益 源 泉 の 内 訳

27,655,000円正会員会費収入

22,165,968円情報提供事業収入

2,550,000円寄付金収入

5,850,905円有価証券運用益

551円受取利息

4,574円雑収益

円

円

円

円

円

計ノゝ
口

円

円

円

58,226,998円

先借

円

円

円

円

円

円ニユ
ロ:

△
Iコ

金    額入

な し

は前期より1. に る

7,600,187円 1,663,976円及 」三分 85,306り

である。

D その他



2 資産の議渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

{1) る び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

資産の貸付けに る料金及

る び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

料 金

円

条  件  等

円

円

円

円

な し

役 務 の 提 供 の 内 容

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

ロ と

(1) る |の上位 5

用の生ずる の 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ )

取引金額住所又は所在地氏名又は名称

3,771,402円

3,771,420円

3,960,α)0円

3,960,000円

円

国内外情報提供業務料

国内外情報提供業務料

国内外情報提供業務料

国内外情報提供業務料

国内外情報提供業務料

取 引 内 容 等

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額

6,897,994円

6,740,040円

事務員給料

役員報酬及び原稿執筆料

事務員給料

事務所賃借料

取 引 内 容 等

役員報酬及び原稿執筆料3,832,884円

譲渡資産の内容等譲 渡 価 格住所又は所在地取引先の氏名等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

譲 渡

年月日

法人との

関  係



口 資産 け け

ハ 等

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

な し
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する1事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20万 並びに

圧ヨロ る事項]5

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

92ノヽ 12,523,172円



6 支出した寄附金に した寄附金の額並びに び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 (その金額が200万円以下の場合に限る。)[⑦200万円以下の海外への

しを行っ ける 日

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

実  施  日 使 途 金   額

円

円

円

円

円

円

円

円

円



書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) (初葉)

チェック欄
法人名 認定特定非営禾蝉コ漱人 岡崎研究所

′

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ

各欄の人数等は、第3表付表 1 「役員の状況」から転記してください。
(注 1)

(注 2) ③及び〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

ロ

項  目

役員数

①
区  分

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレープの人数

割 合

②÷③ ④÷③

③ ④ ⑤

0% 2人 15.3%

% 人 %

% 人 %

% 人 %

②

④

⑥

02年 4月 1計匈3年 3月 31日
13人 0人

年 月 日～ 年 月 日
人 人

◎

①

年 月 日～ 年 月 日
人 人

年 月 日～ 年 月 日
人 人

◎

①

年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

% 人 %年 月 日～ 年 月 日
人 人

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

上記を証する書類の名称とその内容等
はい

いいえ

Itlt\

tr'ttr "i-

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

(注意:事D
・ 認定基準等チェック表 (第 3:勘|は、法第55条第1項に基づく書類 (役員常□儀所妻事提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第関条第1項に基づく:書類 (役員輌酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

Ω_重」畳主型聾[」〔基:□塾sL』:藝:璽】量塁:奎国コ:塑:2_」!璽:聾]壼[型E墜』」堕:■1≦■菫ユ】二

項
日
Ｈ ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえセ`

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

(理】)
いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

Itt,\

L \L \*.

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日
Ｈ ③ ⑮ ◎ ④ ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無

⌒

有健リ 有 。無 有・無 有・無 有 。無 有・無 有。無

第3表 (次葉)

∝憲1中曰

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:姜順)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

ェック 3

記 載 要 領項    目 注 意 事 項

区分欄の「③～①りの各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、日②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記しま・九

イの各欄

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会員0第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに講 します。

① 「会計について公田会計±又根籠奎

法人の監査を受けて|｀ |」 の1」LいL
に :ol LL墨全lョ墨塾 国湯壁 奎

付しェくださLL
② 晴印嗜類|の備付け、取引の田録及

(顧鋼 顧 の保存を青色申告漱鳳碑

じて行っている」の [Lぃ1に 10上

LL艶茎ヒ 菫重 饉 2」担自担

塵型堕L壺重Lヨ塾工笠室

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」について|よ イに記載する各期

間 (「③」から 口①」)を示したもので九

口の各欄

ハの各欄

該当する一方を「○」で囲みますじ

なお、「④」から「①」について|よ イに記載する各期

間 ( か ら )を示した

二の各欄

記載要領の補足

○ 二において、「費途が明らかでないもの」と|よ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を補認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たりますし なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認1定を受けることはできません。



法人峯 究 所
Q ⑮ ◎ ④ 0 0 中 請 時

役  員  数 13人 人 人 人 人 人 13人

0人 人 人 人 人 人 0人

2人 人 人 人 人 人 2人

No。  1

書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏   名 住  所 職名 続柄等
◎ 0 l'三時

就午・遺十F

0 ⑮ 0 O
月 日

茂 田  宏 ○
平20.07督

鯉

太 田  博

金 田 秀 昭

佐 藤   守

理 事 ○
平 15.05。 16

就任

理 事 ○
平 14.10.09

就任

平 14。 10.09
就任理 事 ○

信 田 智 人 理 事 ○
平 14。 10.09

平 14.10.09
就任吉 崎  達 彦 理 事 ○

池 田  維 理 事 ○
平 26。 11.10

就任

時 野 谷  敦

新 貝  正 勝

理 事 ○
平 27.07.10

就任

平 29.06.22
就任理 事 ○

野 島 信 明 理 事 ○
平 29.06.22

就任

加 藤  良 三 理 事 ○
平 29.06.22

就任

番匠 浩一郎 理 事
⌒
ノヽ

令 和 1.06。 22

就任

伊集院 明夫 監 事 ○
平 30.05。 23

項について、添付を省略することができます。



書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(言職 1要D
・ 「伝票又山眼簿名」欄は、例えば「入金伺票」、「出金伝票」、「振替伝票」、「覇金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。

口 「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、町レーズリーフ」、「装T帳簿」などのように記載します。

。 「記帳の時期」欄は、l職時」、「毎日」、「一週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。

法人名 認定特定すF営禾l鷹勘法人 岡崎研究所

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

随時 10年

随時 10年

随時 10年

現金出納帳

仕訳帳

総勘定元帳

会計ソフトCC9使用

ルーズリーフ

会計ソフト⊂C9使用

データー保存

会計ソフト(IC9使用

装丁帳簿

事業収入明細帳

洲月 ソフト使用

ノレ~ズリーフ
随時 10年

会費収入明細帳

汎用ソフト使用

ノンーズリーフ
随時 10年

汎用 ソフト使用

寄附金受入明細帳 随時 10年

ノレーズリーフ

会計ソフトCC9使用

事業費・管理費支払明細帳 随時 10年

データーヽ保存



）
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書式第10号 C去第44条・51条・58条風郭系)

認定基準等チェック表  (第 4表) 圃 剰

Q菫麻ロ
・ 噛 田 腱 舞 ック薇 ● 4動 は 歯 昴籍 1■■曰く鋼 :く側鳳目開日開出鵬D硼 出 嘲=都

ても鰊

凛び澤出する●口

"吻
ります。そ●■合、

…

エツク壺 ■4■ は口

"●
■ヽ

“

)0日●凛び目劇口滅

"腱
ありま

せん。

・ 臓自調嘱日籠ЮIコ珈嘱嘲「=当
たつ」よ 表疇昴条疇1颯

=書
づく1鵬口

“

日■日鵬

…

に日●した事口こつい

法人名 認定特定非営利活動法人 岡崎研究所

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、□
=亜

彊回正面直ヨ要園
人と当法人との間の資産の議欝 に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補匿若しくは公職1こある者に対し寄附を行わないこと

ハ 夢轟判定期間における事業費0欄額Dう

であること

0%以上

実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事環口|に充てていること

日

有 ・

有 ・

申1繭時目 ① ◎ ①③ ⑮ ◎項

有・ 無 有 ・ 無有・ 無 有・ 無有 。無 有・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無有 。無 有・ 無有・ 無 有・ 無

有・ 無 有・ 無有 。無 有 。無有・ 無 有・ 無有 ・

宗教の教義を広め、儀式を行い、及(儲
を教化育成する潤動

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を惟薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 嘔 コ

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状凪 当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して4鵠 IIC月1溢の供

役員等又は役員等が劇配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその議渡の時における価顧に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が力配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別C痺1溢の供

役員等に対し役員の選睡その他当法人の口産の運用及び事

業の運営に関して特努Iに月溢の供与の有無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある:者に対する寄附の

ハ

有翅ダ 有 。無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

ハ
有 t綴 有・無 有・無 有。無 有 。無 有・無 有・無

有・無 有。無 有・無

有・無 有・無 有・無

有① 有・無 有 。無 有。無

有① 有・無 有・無 有。無



書式第 13号 (法第 44条・51条・ 58条関係)

エ

法人名 認定特定非削碑曜法人 岡崎研究所 チェッタ相

ノ
5 次i3掲げる書類について開駒の館求があつた場合にIよ 正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ

ロ
　
ハ
　
ニ

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄開金を充当す

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の議譲等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

′ヽ 巨Im□E目

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場創こ:よ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させ・ることに同意する。

期目鵬に臓ケる目目 Oυ鼈勝DI等があ樹勝舘コミ その目剛 劇蹟虜臓D等を添付してくださιヽ

同  意

fするヽ
ヽ _′

しない

イ

① 事業報告書等 e藤報告書、財塵目録、貸借対照表、活動計算書、鞭 名簿、社員のうちЮ人以上の者の

氏名及び出所又は居所を記した:書D
② 役員雑

③ l定款等碇款、認証書の写L]器礫阿護醐増p写D

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明す:る書類、欠格事由lヨ該当しない旨を説1明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を調載した書類

薇聾臓楽当円責lα沼暖乱1嗣覇又1胡則員綸与の粛衛こ関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 取溢の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に抑ヂる取引:晰る弱 1先 鵬 1翻賭 嘲 Lその内容に関する1頸

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞ‖こつセVて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職賭 しくは寄附者又はこれらの都暉酢鴫階しくは三辮 以内硼 喫又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合言掏勲S"万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領澤月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した翻附金の腫懃鯛こその相手先及び支出年月日

⑦ 海外′ヽの送金�まΩ錢の持出しを行った場合におけるその金額及び腱逸遊酬こその実施日

助成金の支綸を行った場合1豪疑魚に,藤訂Fに提出した書類の写し

∝憲中ロ
・ l蜜定碁野 ェック表第5測ま、力国膚55ヨ閣購1■1:ヨ鵬づく

'日

類 (lUni目目臓昴個員電層出HH頃)C鴻目出鶴隠:■日臓及U磁尉ます標

があります。
・ 認定|の有効期間DI更新の申請に当たつて:ム 添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条殷郭系)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 認定特定非営利活動法人 岡崎研究所

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

Q意事口                          __
・ 法第65彙第1項に基づく書類 (役員籠酬競曽申提出害Dの例出1専二当たつてIよ 認定基準鶏けェック表 (第 6豪及び軍8つ

Iよ 配載する必要はありません。                                    _
・ 露定の有歯鵬田暉D■断の申請に当たつては、|口定基準等チエック豪 (第 6表及び第B表)の

“

拗 ●輿まありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員哺籠嬌口喘腱出書詢 |=“載した事項について、改めて寵臓する1●露はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェッタ欄

ノ

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ①

毎 有 。 無 有 ・ 無 有 任

◎ ①

有 ・ 無 有 ・ 無

チェック欄

ノ

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

注・認定基準等チェック表 (第■0は、法第55条第1項に基づく書類

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 ・ 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有
`霊

有 ・ 無 有 ・ 無

び添付する必要があります。

(役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又|ゴ尋ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

チェック欄
申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

8

事業年度 令2年 4月 1日～3年 3月 31日 設立年月日 平成 14 年 10月 01 日



壱障鋼事15号 (法第44条・51条058条関係)

欠格事由チェック表

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行|1渕防止法に遭反したことにより、若しくは刑法2"条等建1)着

しくは曇力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方脚=関
する法律:■違反したことにより、

罰剣刷に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

チェック欄認定特定非営利活動法人 岡崎研究所

日から3

法人名

しなし

2
3
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされて

G=2)
暴力団の構成員等

認定測調締欄臓を取

定款又は事業計画書の内容が法令等に違反

5

り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

している法人
7の日から3年を経過しない法人いるもの又は当醸勝納処分の終
`

ることができません。は認定、特瞬認定剛瑠 定の有効期間の更新を受け

1

イ

ロ

ノ

6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

、次のし

ち、次のレ

有 禽
Vを取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定

特定ブ贈利活動法人又は当該榊 1熙雌 非営甲|1蒲働漱人のその業務を行う理事であった者でそ

禁銅以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けること

日から5 しなセ

しなし

がなくなつた日から

り認定物む膊新暇観嚇人が認定を取

有。①

有 rl屁、
1ヽン

特定非営利活動提進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したこ

刑騰第204条等若しくは暴ノズ覗為鋼譲暉覇滋
`り

摯を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に敵 したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

とにより、若しくは

有

レヽはい
2 しなレしの日から駒

′

はい
＾
Ｊ している法人

臓・ヽ(塑)4 国税又は地方税の滞納処分の引行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しなυ

住 2)

添付

書類

セヽはい
5 日から しなし

次のセ
はいご嗜あ

イ
出 (ヽ雨酌b_

6

ロ

以前 1た場合において、その取消
しの日から5年を経過しないもの

とがなくなった日から5年を経過しな

イ

ロ

ハ

その他の事務所所在の滞悧四分に係る納税証明書も添付すること
(注 1)その他の事務所がある場合lよ

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、


